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はじめに
近年、イノシシ、シカ、サルなどの野生鳥獣による農作物等の

被害が全国的に広がりを見せるなど大きな社会問題となってい

る。また、農作物の被害金額は約200億円となっているが、鳥獣

による被害の状況としては、こうした被害金額のほか、農業者の

営農意欲の低下などを通じ耕作放棄地の増加をもたらし、これが

更なる鳥獣被害を招くという悪循環にあり、被害金額として数字

に現れた以上の影響を地域におよぼすなど、中山間地域を中心に

その被害が深刻化している。

これらの対策のために捕獲される野生鳥獣の個体数も急増して

いるが、狩猟者の減少や高齢化等で十分に捕獲できない地域が増

加しており、捕獲だけに頼らない効果的な防除対策が期待されて

きた。

農林水産省では、平成17年に専門家等による検討会を設置し、

今後の鳥獣被害対策の基本方向を検討し、同年8月に「鳥獣によ

る農林水産業被害対策に関する検討会報告書」をとりまとめて公

表したところである。

本報告書では、科学的知見に基づく計画的な対策の推進、被害

対策の専門家や技術指導者の育成、技術指導者による地域の実情

に即した対策の普及などが提案された。

特に、被害防止対策の推進に当たっては、地域が一体となって

取り組むことが重要であり、地域条件に応じた被害防止対策を的

確に行っていくために、都道府県や市町村担当者等の知識等の向

上と併せ、被害地域の相談役ともなる専門的な知識・技術を有す

る技術指導者の育成等を進めていく必要がある。

しかしながら、実際に被害防止対策にあたる技術指導者の育成

は十分とは言えず、早急に各地域で活躍する人材を確保すること

が期待されている状況にある。このため、こうした人材育成のた

めの教科書であり、かつ、平成18年3月に農林水産省が作成した
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「野生鳥獣被害防止ﾏﾆｭｱﾙ－生態と被害防止対策（基礎編）－」の

続編として、現場の指導ですぐに役立つ実践的な技術マニュアル

を作成することとなった。本マニュアルの作成に当たっては、各

分野の専門家や先進的な取り組みを行なっておられる各地の関係

者のご協力をいただいた。これらの方々に対し、この場をお借り

して深くお礼申し上げる。

なお、本マニュアルは、実践的な研修や実際の指導の現場にお

いて活用しやすいように、簡潔な記述に努めている。このため、

さらに詳細な知識を得たい方は、巻末に参考文献を掲載している

のでご活用をお願いしたい。また、野生鳥獣による被害対策の技

術や体系は、野生鳥獣の生態・行動特性に基づいた防除技術が確

立されつつあるが、新しい分野であるため、今後の研究の進展に

よって内容が更新されていく必要がある。本マニュアルを活用さ

れる方々は、このような状況をご理解の上、常に最新の知見を得

るように努められることをお願いしたい。

今後、本マニュアルが、各地域の技術指導者である普及指導員、

市町村担当者、JA担当者などの方々に十分活用され、被害防止

対策の大きな成果がでることを期待する。

平成18年度鳥獣害対策専門家育成検討委員会

座長　羽山伸一（日本獣医生命科学大学）
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